
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
及
び
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令
和
八
年
四
月
十
六
日 

参

議

院

法

務

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
に
よ
り
新
た
に
処
罰
対
象
と
な
る
罪
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

本
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
「
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
」
の
数
値
基
準
に
つ
い
て
は
、
本
法
施
行
後
の
当
該

条
項
の
適
用
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
基
準
の
更
な
る
適
正
化
に
関
す
る
検
討
を
行
う
こ
と
。 

三 

本
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
高
速
度
類
型
）
の
数
値
基
準
に
つ
い
て
は
、
本
法
施
行
後
の
当
該
条
項

の
適
用
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
基
準
の
更
な
る
適
正
化
に
関
す
る
検
討
を
行
う
こ
と
。 

四 

本
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
殊
更
滑
走
等
類
型
）
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
応
じ
、
適
正
な
運
用
が
な

さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 



五 

危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
高
速
度
類
型
）
に
係
る
数
値
基
準
の
合
理
性
及
び
処
罰
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
全
国
各
地
に

お
け
る
道
路
の
最
高
速
度
の
指
定
が
、
当
該
道
路
の
交
通
実
態
を
踏
ま
え
て
適
切
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
不
断
に

見
直
し
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
本
年
九
月
一
日
か
ら
い
わ
ゆ
る
生
活
道
路
の
最
高
速
度
が
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
へ
と
引

き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
対
象
と
な
る
道
路
の
交
通
実
態
に
合
わ
せ
た
最
高
速
度
の
指
定
及
び
道
路
標
識
等
の
設
置
を

同
日
ま
で
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


